
#（通称）大切な人を守る都市宣言

#習志野市パートナーシップ・ファミリーシップ制度

令和４年６月１日施行 習志野市男女共同参画センター
📞047-453-9307

習志野市

市民の皆様・事業所の皆様へ

パートナー宣言証の提示を受けられた際には

この取り組みの趣旨をご理解いただき、

適切な対応についてご配慮をお願いします。


